
様式第3号(第4条関係) 

 

 

会 議 録 

 

1. 附属機関等の会議の名称 

篠山市農都創造審議会 

 

2. 開催日時 

平成28年1月25日(月)14時00分から16時40分まで 

 

3. 開催場所 

篠山市役所第２庁舎 ３階２－３０２会議室 

 

4. 会議に出席した者の氏名 

(1) 出席委員 小野雅之、畑中仁司、酒井菊代、酒井勇、明山泰幸、石田英正、中村相石、 

粟野勝浩、原田剛志、高橋道昌 

堀井紀子、清野未恵子 

(2) 欠席委員 田渕清彦、若狭幹雄、家澤 美智代、 

(3) 執行機関 芦田茂、藤本雅浩、岸野良広、竹見政徳 

 

5. 傍聴人の数 

なし 

 

6. 議題及び会議の公開・非公開の別 

すべて公開 

 

7. 会議資料の名称 

 

8. 審議の概要 

（１）篠山市農都創造計画（素案）について説明 

     

委員 A 

９ページの「青年就農給付金（国）」の「４５才以下の新規就農者」は何か決まりがあって、

年齢制限があるのですか。また、４５才以上でも「青年就農給付金」のような制度はないので

すか。 

事務局 

国の新規就農者に対しての支援は、４５才以下と決まっています。市では、国よりも緩やか

な支援体制をしています。表記については、工夫したいと思います。 

委員 B 

 新規就農者で、自分の集落でいつの間にか空き家に定住して農業を始めている事例があった。

自治会も農会も認知しておらず自治会の付きあいを促したりしたが、お付き合いをしないまま

集落から出て行かれたことがあった。市で空き家バンクの紹介をしていることもあるが、横の

連携を密にして地元も新規就農者もスムーズにいくようにしてほしい。 



 

委員 C 

集落営農推進員の設置が小学校区単位になっているが、同じ活動区域のまちづくり協議会の

組織が集落営農推進員の存在が十分認識されておらず、活動がしにくい状況にあるので、担当

課が横の連携を持つなど、それぞれの集落に入り込みやすい環境を整えてほしい。 

事務局 

まちづくり協議会は、それぞれの組織で活動内容や成り立ちが違い自主的な活動をいただい

ています。それぞれのまちづくり協議会で、取り組み内容や部会組織の違いがあります。 

まちづくり協議会を設置目的は、それぞれの地域が、それぞれの課題を見つけていただき、

地域にふさわしい取り組みをいただいています。 

 委員長 

集落営農推進員の方が集まって協議をするなど、活動内容に広がりや深みが増すと思います

が。 

事務局 

過去の活動内容でまちづくり協議会の活動の中に、集落営農推進員の方も参加していただい

て、顔の見える形での取組を行っています。農業委員会法の改正により、各地域で農地利用最

適化推進委員を設置するようになりました。今後、各地域に設置をお願いしている農政協力委

員の役割分担など検討したいと考えています。 

委員 C 

 農政協力員の活動が、過去と比較して積極的でなくなってきている。 

委員 D 

 最近は集落内で順番の役員になっているところがあり、農業に興味の無い人もいる。 

事務局 

 農業委員会法の改正があり、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員を地域ごとに設置し

農地利用の最適化を進める動きもり、今後、農政協力員との住み分けが課題となると思われま

す。 集落営農推進員については、集落に入りやすい環境づくりを進めていきたい。 

委員 B 

 新たな農作物の取組みなど、ニーズのあるものは JAと市で研究を進めてほしい。 

委員長 

 JAや市で組織する協議の場で、そのような話し合いはあるのか。 

事務局 

 市、JA、農業委員会、普及センターで組織する農林振興協議会があり、月 1回農業施策につ

いて話し合っている。 

委員長 

 ２５ページのところで組織の目的は記載してあるが、推進体制としてどのように機能的に進

めていくかを記入したほうがよい。 

 

委員から一言づつ 



 

委員 C 

 加工開発について、６次産業化や農商工連携など実際に進める際には、色々とハードルがあ

るので、今後進めるのであれば具体的な内容を記載してほしい。 

委員 E 

黒豆の加工は、ほとんど市外に流出してしまうので、黒豆や山の芋の加工場のようなものが

篠山市内にあることがブランド化へつながっていくのではないか。黒豆の規格外品も市外に流

通して、加工されてしまっているので、市内でも手に入るようになったらいいと思う。 

委員 D 

 黒大豆の連作障害を克服するような取組みを。 

新たにブランドを作るためには、かなりの宣伝が必要だと思うので頑張ってほしい。 

 黒枝豆のブランドで、販売商品の規格にバラつきがあり統一していくなどの取組みが必要だ

と思う。 

委員 F 

 JAでは土壌診断を進めている。 

委員 A 

 神戸大学の調査で黒大豆の連作障害を調べたが、各農家がノウハウを出してくれず普及にま

で至らなかった。 

委員長 

 連作障害については情報収集し１２ページの生産力の向上のなかに盛り込む 

委員 G 

１０ページの「グリーンファームささやまの事業の方向性の見直し」とは、今までしてきた

ことをすべて変えるのか。また、今の事業をしながら新しい事業に取り組むのか。 

事務局 

グリーンファームに貸す農地がこれから増えていく中で、このままでは対応しきれなくなる

ので、出資している市と JA で協議しながら進めていこうと思っています。グリーンファーム

ささやまは、篠山市の東部地域が活動の中心です。今後、耕作できなくなった農地を誰が維持

していくかが課題ですが、今のところグリーンファームささやまが耕作しており、谷間など条

件が良くない農地ばかりを集積していくと、収益が下がり悪循環に陥ってしまいます。兵庫県

の「兵庫みどり公社」では、耕作条件が良くないところの農地の斡旋をしていますが、斡旋先

を確保できるのか踏み込めていないのが現状です。 

委員長 

 縮小か拡充かという拡充の方向で見直すのか。見直しのニュアンスが正確に伝わるように改

める。 

委員 D 

 以前に検討委員会を設置して議論したのでは。 

事務局 

 結論には至っていない。 



委員 H 

商工会員の中にも農業者の方がいるので、JAや市と連携して PR活動をしていきたい。 

委員 I 

 収益を上げる農家と言いながら、ブランド化して値段が上がっても流通マージンが高く農家

収入にはなりにくい。生産者のグループで流通体制を整えるような取組みを支援できないか。 

委員 J 

農業委員会が篠山市に提言されている建議書などの内容は、創造計画案に網羅されているの

か。 

事務局 

女性の参画をメインに挙がってきているのですが、市の男女共同参画プランの中において、

一字一句とはいきませんが、「担い手の育成」の中で反映しています。 

委員 J 

GI（ジーアイ）マーク（地理的表示保護制度）を認定してもらえれば、日本遺産やユネスコ

に認定してもらったのとはまた違った形で、商品につけることができるが、その進捗状況につ

いて教えていただきたい。 

事務局 

黒大豆の GI 制度は兵庫県と農業団体、流通事業者で構成する団体で取得していこうという

動きがありますが、行政単独では取得できないようになっています。JAが試験的にしている黒

枝豆の冷凍であれば取得できる可能性はあるのですが、黒大豆を豆のまま海外に輸出すると、

種を配布してしまい、ブランドを守るどころか拡散することになり、黒大豆の GI は取得して

も無意味になってしまいます。一次加工したものであれば、GIマークは有効な制度であると思

います。 

委員 K 

黒豆の連作障害を防止する方法として「納豆菌を堆肥に混ぜて、田んぼに撒いてほしい。そ

して、３年連続黒豆を栽培したら結果が出る」という事業所からの話があった。 

事業者がナタ豆を作ってほしいという話があり、これまでは国内産を入手したかったが、今

は篠山産が欲しいので６トン作ってほしいという依頼があった。ほかにも「篠山産の黒米を３

０トンほしい」といわれたことがあった。 

最終的にネックになるのが、どこで作業をするのか、どこで保管するのかになり、個人農家

にはそのような場所がないので、JAの使われていない施設を新規作物の加工する場所に利用す

るなどして徐々に面積拡大できればと思う。 

いずみ会の方が作られている黒豆の味噌づくりですが、村雲まちづくり協議会と村雲女子い

ずみ会が 2月 7日にあべのハルカスに行くことになり、縁活（えんかつ）の事業として、あべ

のハルカスに買い物に来られた方へ黒豆の広報活動をします。市や JA に頼らずに生産者がグ

ループを作って、自主的に参加していけば、さらに広がっていくのではないかと思います。 

委員 L 

篠山市農村女性組織連絡会が１月１４日木曜日から１月２０日水曜日まで、東京都世田谷区

の二子玉川ショッピングセンター地下１階において、丹波篠山味覚フェアを開催し、黒豆ハン



バーグが１番に売れていきました。まだまだ、東京まで行けばまだまだ売れる商品になったの

ですが、商品を売ることの大切さや、販売の難しさを感じました。また、味土里館で売ってい

る商品は、東京のデパートでは扱ってもらえないと思うくらい検品がものすごく厳しいのが分

かりました。お金を投資したけど、売れない商品を作ってしまわないように、プロを呼んで、

一から勉強していくことが必要だと思いました。お客様は、食べてもらって、初めて売れてい

くので、今回をきっかけに、関東に知れ渡っていけたらと思っています。こういう取組みを支

援しますよという事があれば、農村の女性も取り組みやすいと思う。 

環境に配慮した農業では、自分は有機農業に取り組んでいるが、これまで組織としてどうや

っていくかを話し合う機会が無かった。環境を守る農業を組織的に取り組んで、市や商工会に

対して話を持って行けるようになりたいと思う。 

委員 F 

 丹波篠山産の米は需要がありますが、今年は納品先に納品ができなく謝罪することになって

しまい、これからもっと作っていただきたいと思います。黒枝豆ですが、こちらも不足してい

ました。需要があるのに、先を見逃すことになっているので、もっとたくさん作っていただき

たい。黒豆も、年末に店頭にも出せなかった。販売する黒豆がなかったので、買いに来られた

方にお叱りをうけた。 

→冷凍枝豆の取組み 

→味噌加工所→使えない 

→遊休施設→老朽化して使えるものは少ない 

→個人の販売もいいが、量がなければ勝負できない。次年度も期待されるので単年度だけの取

り引きだけでは話にならない。 

→GFささやま、不整形の農地を預かるものが多い、保全のための預かりが多い。儲ける組織に

はなれるが市の出資もあるので意向を確認しながら検討していきたい。 

委員 A 

「地元農産物」と「篠山市の農産物」という表記があるので、統一したほうがいい。 

新規作物の特産品となると、農産物と加工品のどちらも意味しているものがあるので、分け

て書いたほうがいいと思います。 

１５ページの「自然環境の調和した農業」で生産量をいかに落とさずに、生き物が生きてい

く環境を整えていく必要がある。消費者の立場にたつと「減農薬しているのだろう」、「安心安

全で作ってくれているのであろう」と信じ込んでいるところがあるので、違っていたら影響が

大きくなるので、組織のことを含めて記述していただきたい。 

グリーンツーリズムなどの部分は、商工観光課の外客誘致や観光戦略と併せてやっていけれ

ばと思います。 

委員 C 

化学肥料に頼らない農業は大方の農業者が減量化していると思う。有機農業の推進について

は全般的にやっていくのは困難だと思う。特別栽培米や無農薬栽培で取り組みしてはどうか、

販路の確保を JAがどうやっていくかが課題。 

委員 L 



有機 JASを取ることはそんなに難しくない。認定の取得方法は教えることができる。生産履

歴を残すことができれば問題ない。正確に有機の農産物と分かれば消費者はついてくると思う

し、販路も確保できる。 

委員 D 

 無農薬や有機にしても高い値段で買ってもらえるかというとそうではない。篠山市の米は全

国のトップクラスの価格なので、今は栽培方法で無理をしないほうがよいのでは。 

委員長 

記載内容がおとなしいので、チャレンジするような内容を盛り込んでいただきたい。 

計画の４６の施策で、「国・県が行っている施策」、「市の事業としてこれまで行ってきたこ

とを継続する」や、「これまで行ってきたものを拡充させます」、「新たにする事業」など、表

現を３区分ないし、４区分に分けて明確にするべき。 

委員 I 

ヘリコプターで農薬をまいているのに、「農薬を使わない」ということに反していると思う。

農薬をまかないと虫がついてしまうのは仕方ないのですが、農薬を使っていないお米が美味し

いですので、安心安全のためでも、有機栽培を推進していただけたら消費者はうれしく思いま

す。 

委員長 

 いきなり有機農業を広げるなど、どこまでを目指すのかということだが、消費者に対する安

全安心という事と同時に、生物多様性に配慮するという地域の環境に優しいという事を進める

という事が、今回の柱になると思うので表現については事務局で検討いただく。 

委員 C 

 農地の集積ばかりが目立つが、集積しても耕作できない農地もあるので対策を検討いただき

たい。 

事務局 

 本日のご意見を反映し次回提案します。 

 

閉会 


